
平成１７年３月３１日

経 済 産 業 省

中 国 経 済 産 業 局

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者２社に対する
業務停止命令（６ヶ月）について

経済産業省は、３月２９日付けで、一般旅行業務取扱主任者又は行政書士に係る資格

講座教材等の電話勧誘販売業者である株式会社ＣＳＡ（広島県広島市）及び株式会社ア

ピル（広島県広島市）に対し、特定商取引法の違反行為（不実告知、重要事項不告知、

氏名等不明示）を認定し、同法第２３条第１項の規定に基づき、本年３月３１日から９

、 。月３０日までの６ヶ月間 電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました

１．両社は、過去に業務提供誘引販売業者等と取引のあった消費者（いわゆる内職商

法等の被害者）の自宅等に電話をかけ、過去の取引による経済的損失等その内容に

ついて尋ねたうえで 「日本人材支援振興会」又は「国際能力支援基金」という非、

営利又は公的な印象を与える名称の支援団体が存在し、当該団体から給付金（給付

金には、援助金、補償金などがある ）が受けられる旨を説明するなどして、教材。

の販売について勧誘していました。

（注）援助金・・・一般旅行業務取扱主任者又は行政書士の資格を取得した者に対して、毎月

３万円を６ヶ月間（一定の条件の下に延長可）支給

補償金・・・一般旅行業務取扱主任者又は行政書士の資格試験を４回不合格であった場

、 、 （ ） 。合 一定の条件の下に 教材の代金 ４９万９千８百円 全額を返還する

２．その勧誘に際して両社は、援助金支給の条件である一般旅行業務取扱主任者又は

行政書士の資格の取得は容易であり、あたかも教材を購入した消費者の大部分が、

過去の業務提供誘引販売業者等との取引で支払った金額と同等又はそれを上回る金

銭を受け取ることができるかのように虚偽の説明をしていました。

３．また、両社は、教材を購入した消費者が補償金を受給するためには添削課題等を

全て終了している必要があること等や、援助金の受給期間を更新するためには受講

につながる推薦等の協力が必要であること等の条件を故意に説明していませんでし

た。



４．なお、㈱ＣＳＡは複数の代理店を直接指揮することにより、教材の売買契約の締

結について電話で勧誘させており、また、㈱アピルは、㈱ＣＳＡと実質的に一体と

なって、同社の販売店として教材の販売の事業を行っていました。したがって、代

理店によって両社のために行われる業務についても、今回の業務停止命令の効力が

及びます。

【本件に関する問い合わせ先】

経済産業省消費者相談室 電話０３－３５０１－４６５７

北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５

東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１

関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９

中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６

近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８

中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３

四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８６１－３２３７

九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３



株式会社ＣＳＡ及び株式会社アピルに対する行政処分の概要

１．事業者等の概要

事業者名 株式会社ＣＳＡ 株式会社アピル

屋号：ＣＳアカデミー

日本総合アカデミー

日本旅行アカデミー

代表者名 村川 鉄彦 小先 伸二

所在地 ①本社： 広島県広島市中区八丁堀１２番

広島県広島市中区広瀬北町 番 １４号 木村ビル8
号 広瀬山陽ビル8
※実際の本社業務は、広島県広島

市西区中広町 丁目 番 号3 3 18
中広ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙで行っている。

②事業所：

・広島県広島市西区中広町 丁3
目 番 号 中広ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ3 18
・福岡県福岡市博多区博多駅前

丁目 深見ビル本館4 14-13
・広島県広島市中区八丁堀 番12
号 木村ビル ㈱アピル内14

取扱商品 ・ 一般旅行業務取扱主任者資格者特別養成 （ビデオ又はカセ「 」

ットテープ付き書籍）

・ 国家資格行政書士合格指導特別講座 （ビデオ又はカセット「 」

テープ付き書籍）

※双方とも無償の学習指導、添削指導が附帯

販売価格 ４９９，８００円（消費税込み）

（注）㈱ＣＳＡの代表取締役である村川鉄彦は、㈱アピルの役員を兼務しており、

㈱アピルの代表取締役である小先伸二は、㈱ＣＳＡの役員を兼務している。



２．取引の概要

(1) 両社は、過去に業務提供誘引販売業者等と取引のあった消費者の自宅等に電話を

かけ、当該消費者に係る過去の取引の内容について尋ねたうえで、過去の業務提供

誘引販売業者等との取引により損失を被った消費者に対して 「支援団体から各種、

給付金が交付されることとなりました 」などと告げ、さらに各種給付金を受ける。

には教材を購入して、一般旅行業務取扱主任者又は行政書士の資格を取得すること

が必要である旨を告げ、教材の売買契約の締結について勧誘していた。

また、㈱ＣＳＡは代理店（下記２．( )②参照）にも自ら作成するマニュアルに従3
って勧誘するよう指示したうえで本件教材の電話勧誘販売を行わせていた。

( ) なお、両社は、本件教材の購入を条件として支給される各種給付金（下記２．(3)2
④参照）について 「日本人材支援振興会 （平成１６年６月頃からは「国際能力支、 」

援基金 （下記２．( )③参照）と称する組織から支給され、当該組織は優良企業」） 3
の寄付金等により運営されていると告げていたが、実際には、㈱ＣＳＡが「日本人

材支援振興会 「特定非営利活動法人日本人材支援振興会 「国際能力支援基金」」、 」、

と称して、電話勧誘販売の売り上げの一部を原資として所定の金銭を契約者へ返金

していたにすぎなかった。



( )参考3

①概要図

ア．勧誘時の説明等に基づく売買契約・給付金支給関係図

イ．実際の売買契約・給付金支給関係図
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②代理店
上記２．( )の代理店については以下のとおり。1

代理店名 代表者名 所在地（一部を除き法人登記上）

株式会社エヌ・アイ・ピー 永野 義人 北海道札幌市中央区南六条西一丁目５番
地６・１ビル４階

有限会社Ｎ・Ｃ・Ｎ・Ｓ 永野 義人 北海道札幌市白石区北郷通四丁目北４番
９号
※平成１６年１２月２２日 北海道札幌
市中央区南六条西一丁目５番地６・１ビ
ル７階株式会社ＡＮＳに組織変更

有限会社エクスパンション 川越 勝海 広島県広島市中区大手町二丁目８番１６
号 岡峰パークビル５階

株式会社ジェイ・アール・エ 高原 信二 広島県広島市中区鉄砲町６番７号
ス

有限会社レアル 沖本 賢一 広島県広島市中区鉄砲町６番７号

日本アルティーこと村上 聖 村上 聖治 広島県広島市中区
治

ジェイ・ティー・エルこと津 津上 宏成 福岡県福岡市西区
上 宏成

ＤＩＪこと簾 優 簾 優 福岡県福岡市西区

③関連組織

法人名 代表者 所在地

特定非営利活動法人日本人材 小先 伸二 広島県広島市中区大手町二丁目８番
支援振興会 １６号 岡峰パークビル５階

（実際の業務は、広島市西区中広町
中広セントラルビルにある3-3-18

（株）ＣＳＡの事業所で行われてい
る ）。

国際能力支援基金有限会社 谷本 繁利 広島県広島市東区上温品二丁目２１
番１７号（実際の業務は、広島市西
区中広町 中広セントラルビル3-3-18
にある（株）ＣＳＡの事業所で行わ
れている ）。



④上記各法人の行っている支援制度

以下の各種の給付金（支援金と呼称することもある ）の支給。

( )人材支援登用制度に基づく援助金・・・指定講座を受講し、一般旅行業務a
取扱主任又は行政書士の資格を取得した者に対して、毎月３万

円を６ヶ月間（一定の条件のもとに延長可）支給

( )キャリアアップ助成金・・・指定講座受講開始日の翌月より毎月１万円b
（消費者によって異なることあり）を最初の受験月まで支給

( )キャリアアップ奨励金・・・指定講座を受講し、１回目の試験で合格したc
場合、毎月５万円を６ヶ月支給（消費者によって一括払いする

こともある ）。

( )キャリアアップ補償金・・・指定講座を受講し、試験を４回不合格であっd
た場合、一定の条件の下に、受講金額の全額４９万９千８百円

を返還する。

⑤給付金支給システム

給 付 金 支 給 シ ス テ ム の フ ロ ー

商品 価 格
4 9 9 ,8 0 0円

受 験 せ ず 合 格

不 合 格

受 験 せ ず 合 格

不 合 格

行 政 書 士 国 家 試 験 試 験 日 ：毎 年 １ ０月 第 ４日 曜 日
〃 合 格 発 表 ：翌 年 １月 中 旬
一 般 旅 行 業 務 取 扱 主 任 者 試 験 日 ：毎 年 １ ０月 中 旬 （体 育 の 日 ）
〃 合 格 発 表 ：１ １月 下 旬

契 約 者 の 大 多 数 が
こ こ に 属 す る

キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金
の み 受 給

資 格 教 材 の 購 入 ・受 講

キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金
10 ,0 0 0円 × ５～ １ ２月

キ ャ リ ア ア ッ プ 補 償 金
受 講 金 額 全 額 支 給
ｷ ｬ ﾘ ｱ ｱ ｯ ﾌ ﾟ助 成 金 除 く

キ ャ リ ア ア ッ プ 奨 励 金
50 ,0 0 0円 × ６月

人 材 支 援 登 用 制 度 に 基 づ く援 助 金
30 ,0 0 0円 × ６月

受 験 （１回 目 ）

受 験 （２ ， ３ ， ４ 回 目 ）

受 験 せ ず 合 格

不 合 格

受 験 せ ず 合 格

不 合 格

行 政 書 士 国 家 試 験 試 験 日 ：毎 年 １ ０月 第 ４日 曜 日
〃 合 格 発 表 ：翌 年 １月 中 旬
一 般 旅 行 業 務 取 扱 主 任 者 試 験 日 ：毎 年 １ ０月 中 旬 （体 育 の 日 ）
〃 合 格 発 表 ：１ １月 下 旬

契 約 者 の 大 多 数 が
こ こ に 属 す る

キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金
の み 受 給

資 格 教 材 の 購 入 ・受 講

キ ャ リ ア ア ッ プ 助 成 金
10 ,0 0 0円 × ５～ １ ２月

キ ャ リ ア ア ッ プ 補 償 金
受 講 金 額 全 額 支 給
ｷ ｬ ﾘ ｱ ｱ ｯ ﾌ ﾟ助 成 金 除 く

キ ャ リ ア ア ッ プ 奨 励 金
50 ,0 0 0円 × ６月

人 材 支 援 登 用 制 度 に 基 づ く援 助 金
30 ,0 0 0円 × ６月

受 験 （１回 目 ）

受 験 （２ ， ３ ， ４ 回 目 ）



３．業務停止命令の内容（両社とも）

( )特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務1
を停止すること。

①売買契約の締結について消費者を勧誘すること。

②消費者から売買契約の申込みを受けること。

③売買契約を締結すること。

( )業務停止命令の期間2
平成１７年３月３１日から平成１７年９月３０日まで（６ヶ月間）

４．業務停止命令の原因となる事実

両社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に

係る取引の公正及び購入者の利益を著しく害されるおそれがあると認められた。

( )不実告知（特定商取引法第２１条第１項）1
両社は、本件書籍等の購入について勧誘した際、消費者に対し 「日本人材支、

援振興会 「国際能力支援基金」という非営利又は公的な印象を与える名称の組」、

織が存在することを告げ、当該組織により、在宅ワークや資格講座で損失を受け

た被害者に対して援助金を支給する人材支援登用制度と称する制度が存在し 「内、

職に使ったお金を取り戻せますよ 「マイナスを全て合わせた金額がプラスに。」、

なるほどの支援金を、国際能力支援基金から月々３万円ずつ支援金として出しま

す 」などと告げるとともに、当該制度の適用を受けるための条件である一般旅。

行業務取扱主任者又は行政書士の資格を取得するための試験に関し 「自動車の、

免許を取るときの学科試験があったあれくらいの程度の簡単なものだから、そん

なに難しく考えなくても簡単に取れますから御心配ありませんよ 「試験は、。」、

国家試験ですが専門家が試験に出る所だけを教えますから、そこを勉強すれば良

いんです。殆どの人が１回で合格されています 」と告げる等これらの試験に合。

格し資格を取得することが容易である旨を告げることにより、あたかも当該電話

勧誘顧客が当該制度の適用により過去の他社との取引で支払った金額と同等若し

くはそれを上回る金銭の給付を受けることができる旨を告げていた。

しかし、実際には、一般旅行業務取扱主任者試験は、過去７年間の平均合格率

が13.8％、行政書士試験は、過去１０年間の平均合格率が8.1％であり、誰もがこ

れらの資格を取得することができるものではない。

さらに、人材支援登用制度に基づく援助金の支給を受けた者は、過去３年間で

十数名に過ぎず、誰もが過去の取引で支払った金額と同等若しくはそれを上回る

金銭の給付を受けることはできていなかった。



( )重要事項の不告知（特定商取引法第２２条第２号）2
① 両社は、本件書籍等の電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘をする

に際し、消費者に対し 「４回受けても不合格であれば、教材代金の４９万９千、

８百円から１２万円（注：本件売買契約の締結により自動的に支給されるキャリ

アアップ助成金の合計額）を引いた金額を返します 」と告げる等、一般旅行業。

務取扱主任者試験又は行政書士試験に４回不合格であれば、契約金額に相当する

（ ） 、金銭から給付済みの助成金を除いた額 キャリアアップ補償金 を給付するので

資格が取得できず、人材支援登用制度に基づく援助金を受けられない場合でも契

約者に損失が生じないかのように告げていた。

しかし 「キャリアアップ補償金」の給付を受けるためには 「指定講座の添削、 、

課題、模擬試験を事前に全て終了し指定機関へ郵送していること 「指定機関。」、

の基本指導期間もしくは延長指導期間内での受験による不合格であること 」が。

条件であるにもかかわらず、故意にその事実を告げていなかった。

② 両社は、本件書籍等の電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘をする

に際し、消費者に対し 「マイナスを全て合わせた金額がプラスになるほどの支、

援金を、国際能力支援基金から月々３万円ずつ支援金として出します 「国家。」、

資格をもっている人に対しての援助金という名目ですから、援助金を得るために

は、国家資格が必要なのです 」等と告げ、あたかも本件書籍等を購入して「一。

般旅行業務取扱主任者」又は「行政書士」の資格を取得すれば、継続的に援助金

を給付する旨を告げていた。

しかし、人材支援登用制度に基づく援助金を６ヶ月を超えて継続して受けるた

めには 「基本登用期間は半年間ですが、満了した場合引き続き半年毎の更新を、

する事ができます。更新は登用期間中受講につながる推薦や情報提供等の協力が

あった場合に更新され、以後も同様とします 」という条件があるにもかかわら。

ず、故意にその事実を告げていなかった。

( )氏名等不明示（特定商取引法第１６条）3
両社は、本件書籍等に係る電話勧誘販売の勧誘に先立って、各社の正式な名称

を告げておらず、さらに販売しようとする商品の種類及び電話勧誘顧客に対し売

買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げていなかった。



５．勧誘事例

( )㈱ＣＳＡの事例1

㈱ＣＳＡの販売員は、かつて他社から在宅の仕事を紹介すると言われてシステム

アドミニストレータの資格取得講座の教材を購入したＡの自宅へ「日本人材支援振

興会福岡支部」と称して電話をかけ 「以前、在宅ワークの契約をして、現在支払、

。 、 、いをしている人の名簿にあなたの名前があったので電話しました あなたは 現在

そのような契約での支払いをしていますか 」と尋ねた。Ａが過去の契約内容と支。

払いの状況を答えたところ、同販売員は「こちらは、以前、在宅ワークの契約をし

た人を支援しており、その契約で支払った金額を全額ではないけど返してあげよう

というものです。そのためのお金は、大手の会社から募った募金で賄っています。

一応、国が支援しているんですが、募金の額も限られているので、大々的にはやっ

ておらず、さっき言った名簿の中の人に電話をしています 」と告げた。。

さらに、同販売員は 「興味がありますか。Ａさんがお金を受け取りたいという、

意志があれば、こちらで申請して番号をもらえます。やりたいということで申請し

ていいですか。この電話でもいいんです 」と告げた。Ａは、お金が戻ってくるな。

ら良いし、国が支援していることなら信用できると思い 「興味あります。申請し、

ていいですよ 」と答えた。。

すると、同販売員は 「お金は、皆さんにはあげられません。国が必要としてい、

る国家資格を持っている人に支給されるんです。Ａさんは何か国家資格を持ってい

ますか 」と尋ね 「その国家資格は幾つかありますが、もしなければ、比較的簡単。 、

に取れる一般旅行取扱主任の資格を取って頂くことになります 」と告げた。Ａは、。

「それは難しいんじゃないですか 」と言うと、同販売員は 「そんなに難しくはな。 、

いですよ。というのは、教育係の先生として、以前その国家試験の問題を作ってい

た人がいます。その先生が作った予想問題が送られてくるので、それで勉強すれば

いいんです。Ａさんは、自動車の運転免許を持っていますよね。あれも国家資格で

すけど問題集をやれば取れるでしょ。だから、そんなに難しくないですよ 」と説。

明した。さらに、同販売員は 「資格を取るためのテキスト、問題集、ビデオを出、

しており、この金額が４０何万くらいです。Ａさんの支払える額に応じて教育ロー

ンで分割払いにすればいいです。人それぞれですが、自分で支払えるよう月々１万

５千円の人もいれば月々１万１千円の人もいます 」と告げた。Ａは「他にも支払。

いがあるから、新たな支払いは難しいです 」と告げた。すると、同販売員は 「振。 、

興会から月々１万円振り込まれるので、月々１万５０００円なら１万円を引いた５

０００円を支払えばいい 」と告げた。Ａは、国も支援していてお金が返ってくる。

というので、資料を見て決めようと思い 「電話では話の中身がよくわからないの、

で」と告げた。同販売員は 「Ａさんは興味があるということで申込みをされたの、

で資料を送ります 」と告げて電話を切った。。



( )㈱アピルの事例2

株式会社エヌ・アイ・ピーの販売員は、かつて他社からワープロ検定等に合格す

れば仕事を提供すると言われて教材を購入したＢの自宅へ「日本総合アカデミー」

と名乗って電話をかけ 「Ｂさんは、資格商法で結局資格を取れなかった人を対象、

に、支援金を支給する団体があることをご存知ですか 」と尋ねた。Ｂは知らなか。

ったので 「知りません 」と答えた。すると同販売員は「日本人材支援振興会とい、 。

う団体があるんですよ。そこが支援金を支給するのですが、Ｂさんは以前に資格商

法の被害にあっていませんか 」と尋ねた。Ｂは思い当たるふしがあったので 「あ。 、

いました 」と答え、同販売員に聞かれるままに、以前の教材の購入契約について。

話をした。

同販売員は 「それではＢさんは支援金給付対象になりますので、安心してくだ、

さい 」と告げた。それを聞いて、Ｂが「ああ、そうですか 」と返事をすると、同。 。

販売員は「けれども、ただでは支援金を支給することは出来ません。名目上の資格

がないと支給できないことになっているのです。ところでＢさんは国家資格を持っ

ていますか 」と尋ねた。Ｂは 「ワープロ検定は受けているのですが 」と答える。 、 。

と、同販売員は「でもそれは国家資格ではないので、支給の対象外です。Ｂさん、

それでは名目上、行政書士の国家資格を取ってください。行政書士の試験が１０月

にありますので受けてください。簡単にとれますよ。名目上なので本当に簡単にと

れます。難しくありませんよ。自動車の運転免許試験と同じくらいですよ 」と告。

げた。

さらに、同販売員は 「契約をすれば、助成金がひと月あたり５千円ずつ、４ヶ、

月間支給され、さらに試験に合格すると、５万円ずつ６回支給されます。これは、

日本人材支援振興会が主催する団体のメンバーの一つである国際能力支援基金が支

給します。ただし、契約をすれば、どうしても費用がかかります。Ｂさんの経費負

担は４９万９千８百円ですが、助成金をその返金に充ててください 」と告げた。。

Ｂは、同販売員から支援金給付対象者になると言われたことで、安心をしてしま

い、同販売員から確認のため住所などを尋ねられるままに答えた。

同販売員は「それではこれで手続きに入ります。１５分か２０分後に電話で登録

番号が届くと思います 」と告げたので、Ｂは「よろしくお願いします 」と言って。 。

電話を切った。

その後、送り主の欄に同販売員の氏名が書かれた宅配便が届き、日本総合アカデ

ミーの資料と国際能力支援基金の資料が入っており、日本総合アカデミーの資料の

中には、販売店名欄に「株式会社アピル」と記載されたクレジット書面が入ってい

た。


